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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成22年3月11日(2010.3.11)

【公開番号】特開2007-219515(P2007-219515A)
【公開日】平成19年8月30日(2007.8.30)
【年通号数】公開・登録公報2007-033
【出願番号】特願2007-30810(P2007-30810)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/14     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  31/02     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/335    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   9/07     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   5/28    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  31/02    　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ   5/335   　　　Ｕ
   Ｈ０４Ｎ   5/335   　　　Ｖ
   Ｈ０４Ｎ   5/335   　　　Ｅ
   Ｈ０４Ｎ   9/07    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成22年1月25日(2010.1.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、
　第１色のための第１波長の光をフィルタリングするための、前記基板上に交互に繰り返
して積層される、互いに異なる屈折率を有する第１無機膜と第２無機膜とを備える第１カ
ラーフィルタと、
　第２色のための第２波長の光をフィルタリングするための、前記基板上に交互に繰り返
して積層される、互いに異なる屈折率を有する第３無機膜と第４無機膜とを備える第２カ
ラーフィルタと、
　第３色のための第３波長の光をフィルタリングするための、前記基板上に交互に繰り返
して積層される、互いに異なる屈折率を有する第５無機膜と第６無機膜とを備える第３カ
ラーフィルタと、を備えるが、
　前記第１カラーフィルタの前記第１無機膜と第２無機膜とは、屈折率差が少なくとも０
．８以上であり、
　前記第２カラーフィルタの前記第３無機膜と第４無機膜とは、屈折率差が少なくとも０
．８以上であり、
　前記第３カラーフィルタの前記第５無機膜と第６無機膜とは、屈折率差が少なくとも０
．８以上であるイメージセンサー用のカラーフィルタアレイ。
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【請求項２】
　第１カラーフィルタは、赤色フィルタであり、前記第１無機膜と第２無機膜としてそれ
ぞれシリコン酸化膜とシリコン膜とを６００～８００Å、１００～２００Åの厚さに２～
５回繰り返して積層されていることを特徴とする請求項１に記載のイメージセンサー用の
カラーフィルタアレイ。
【請求項３】
　第２カラーフィルタは、緑色フィルタであり、前記第３無機膜と第４無機膜としてそれ
ぞれシリコン酸化膜とシリコン膜とを７００～１１００Å、５００～８００Åの厚さに２
～５回繰り返して積層されているか、またはシリコン酸窒化膜とシリコン酸化膜とを８０
０～１２００Å、６００～１０００Åの厚さに２～５回繰り返して積層されていることを
特徴とする請求項１に記載のイメージセンサー用のカラーフィルタアレイ。
【請求項４】
　第３カラーフィルタは、青色フィルタであり、前記第５無機膜と第６無機膜としてそれ
ぞれシリコン膜とシリコン窒化膜とを３００～６００Å、４００～８００Åの厚さに２～
５回繰り返して積層されていることを特徴とする請求項１に記載のイメージセンサー用の
カラーフィルタアレイ。
【請求項５】
　前記第１ないし第３カラーフィルタの第１無機膜、第３無機膜及び第５無機膜のうち少
なくとも一つの無機膜は、残りの無機膜と異なる物質からなり、第２無機膜、第４無機膜
及び第６無機膜のうち少なくとも一つの無機膜は、残りの無機膜と異なる物質からなるこ
とを特徴とする請求項１に記載のイメージセンサー用のカラーフィルタアレイ。
【請求項６】
　半導体基板と、
　前記半導体基板内に互いに離隔して形成された光感知のための複数の第１不純物領域と
、ソース／ドレイン用の複数の第２不純物領域と、
　前記半導体基板上に形成されたゲート絶縁膜と、
　前記複数の第１不純物領域と前記複数の第２不純物領域との間のゲート絶縁膜上にそれ
ぞれ形成された複数のゲート電極と、
　前記光感知用の第１不純物領域にそれぞれ対応して配列されるが、それぞれ屈折率差が
少なくとも０．８以上である第１無機膜質と第２無機膜質とが交互に繰り返して積層され
た複数のカラーフィルタと、
　前記ゲート電極及び前記ゲート絶縁膜上に形成された第１層間絶縁膜と、
　前記第１不純物領域に対応しない前記第１層間絶縁膜上に配列された第１金属配線と、
　前記第１金属配線及び前記第１層間絶縁膜上に形成された第２層間絶縁膜と、
　前記第１不純物領域に対応しない前記第２層間絶縁膜上に配列された第２金属配線と、
　前記第２金属配線及び前記第２層間絶縁膜上に形成された第３層間絶縁膜と、
　前記第１不純物領域に対応しない前記第３層間絶縁膜上に配列された第３金属配線と、
　前記第３金属配線及び前記第３層間絶縁膜上に形成された第４層間絶縁膜と、
　前記カラーフィルタにそれぞれ対応して前記第４層間絶縁膜上に配列された複数のマイ
クロレンズと、を備えるＣＭＯＳイメージセンサー。
【請求項７】
　前記複数のカラーフィルタは、前記複数のゲート電極と共に前記ゲート絶縁膜上に配列
されることを特徴とする請求項６に記載のＣＭＯＳイメージセンサー。
【請求項８】
　前記複数のカラーフィルタは、前記第１ないし第３金属配線のうち一つの金属配線と共
に、前記第１ないし第３層間絶縁膜のうち、前記一つの金属配線が形成された層間絶縁膜
上に配列されることを特徴とする請求項６に記載のＣＭＯＳイメージセンサー。
【請求項９】
　前記カラーフィルタは、赤、緑、青色フィルタを含み、赤、緑、青色フィルタの第１無
機膜のうち少なくとも一つの無機膜は、残りの第１無機膜と異なる物質からなり、第２無
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機膜のうち少なくとも一つの無機膜は、残りの第２無機膜と異なる物質からなることを特
徴とする請求項６に記載のＣＭＯＳイメージセンサー。
【請求項１０】
　前記赤色フィルタは、前記第１無機膜と第２無機膜としてそれぞれシリコン酸化膜とシ
リコン膜とが６００～８００Å、１００～２００Åの厚さに２～５回交互に繰り返して積
層されたことを特徴とする請求項９に記載のＣＭＯＳイメージセンサー。
【請求項１１】
　前記緑色フィルタは、前記第１無機膜と第２無機膜としてそれぞれシリコン酸化膜とシ
リコン膜とが７００～１１００Å、５００～８００Åの厚さに２～５回交互に繰り返して
積層されるか、またはシリコン酸窒化膜とシリコン酸化膜とが８００～１２００Å、６０
０～１０００Åの厚さに２～５回交互に繰り返して積層されたことを特徴とする請求項９
に記載のＣＭＯＳイメージセンサー。
【請求項１２】
　前記青色フィルタは、前記第１無機膜と第２無機膜としてそれぞれシリコン膜とシリコ
ン窒化膜とが３００～６００Å、４００～８００Åの厚さに２～５回繰り返して積層され
たことを特徴とする請求項９に記載のＣＭＯＳイメージセンサー。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】カラーフィルタアレイ及びイメージセンサー
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